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議
案
第
１
１
号

　
　
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
25
年
11
月
26
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
27
年
鳥
取
県
条
例
第
39
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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議
案
第
１
１
号

　
　
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
25
年
11
月
26
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
27
年
鳥
取
県
条
例
第
39
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
困
難
折
衝
等
業
務
手
当
）

第
３
条
　
困
難
折
衝
等
業
務
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。

(１
)　
略

(２
)　
職
員
が
次
に
掲
げ
る
規
定
そ
の
他
の
福
祉
に
関
す
る
法
令
の
規
定

に
基
づ
き
、
援
護
、
育
成
、
更
生
そ
の
他
の
措
置
を
要
す
る
者
を
訪
問

し
、
接
見
し
て
行
う
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
指
導
、
相
談
又
は

調
査
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
業
務
（
次
号

及
び
第
５
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
に
従
事
し
た
と
き
。

ア
～
ウ
　
略

エ
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
13
年
法
律
第
31
号
）
第
３
条
第
３
項
第
１
号
か
ら
第
３
号

ま
で
（
同
法
第
28
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

(３
)　
略

(４
)　
職
員
が
次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
勤
務
公
署
以
外
の

場
所
に
お
い
て
、
そ
の
所
持
す
る
公
用
の
携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
の
使

用
場
所
を
特
定
し
な
い
通
信
機
器
を
用
い
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の

（
困
難
折
衝
等
業
務
手
当
）

第
３
条
　
困
難
折
衝
等
業
務
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。

(１
)　
略

(２
)　
職
員
が
次
に
掲
げ
る
規
定
そ
の
他
の
福
祉
に
関
す
る
法
令
の
規
定

に
基
づ
き
、
要
保
護
者
又
は
援
護
、
育
成
若
し
く
は
更
生
そ
の
他
の
措

置
を
要
す
る
者
を
訪
問
し
、
接
見
し
て
行
う
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与

え
る
指
導
、
相
談
又
は
調
査
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
人
事
委
員
会

が
認
め
る
業
務
（
次
号
及
び
第
５
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
に
従

事
し
た
と
き
。

ア
～
ウ
　
略

エ
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律

（
平
成
13
年
法
律
第
31
号
）
第
３
条
第
３
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま

で

(３
)　
略

(４
)　
職
員
が
次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
勤
務
公
署
以
外
の

場
所
に
お
い
て
、
そ
の
所
持
す
る
公
用
の
携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
の
使

用
場
所
を
特
定
し
な
い
通
信
機
器
を
用
い
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の



44

（
鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
83
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
 次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

時
間
に
行
う
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
相
談
又
は
通
報
へ
の
対
応

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

ア
・
イ
　
略

ウ
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
第
３
条
第
３
項
第
１
号
（
同
法
第
28
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

(５
)・
(６
)　
略

２
　
略

（
知
事
へ
の
申
出
）

第
18
条
　
県
民
又
は
事
業
者
は
、
男
女
共
同
参
画
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ

時
間
に
行
う
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
相
談
又
は
通
報
へ
の
対
応

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

ア
・
イ
　
略

ウ
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律

第
３
条
第
３
項
第
１
号

(５
)・
(６
)　
略

２
　
略

（
知
事
へ
の
申
出
）

第
18
条
　
県
民
又
は
事
業
者
は
、
男
女
共
同
参
画
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
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（
鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
83
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
 次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

時
間
に
行
う
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
相
談
又
は
通
報
へ
の
対
応

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

ア
・
イ
　
略

ウ
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
第
３
条
第
３
項
第
１
号
（
同
法
第
28
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

(５
)・
(６
)　
略

２
　
略

（
知
事
へ
の
申
出
）

第
18
条
　
県
民
又
は
事
業
者
は
、
男
女
共
同
参
画
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ

時
間
に
行
う
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
相
談
又
は
通
報
へ
の
対
応

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

ア
・
イ
　
略

ウ
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律

第
３
条
第
３
項
第
１
号

(５
)・
(６
)　
略

２
　
略

（
知
事
へ
の
申
出
）

第
18
条
　
県
民
又
は
事
業
者
は
、
男
女
共
同
参
画
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ

（
鳥
取
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
３
条
　
鳥
取
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
34
年
鳥
取
県
条
例
第
49
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

る
こ
と
又
は
男
女
共
同
参
画
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
県
民
又
は
事
業
者
が
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
13
年
法
律
第
31
号
）
第
１
条
第
２
項
に
規

定
す
る
被
害
者
（
以
下
「
Ｄ
Ｖ
被
害
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
な
ど

氏
名
、
住
所
等
を
明
ら
か
に
し
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
、
氏

名
、
住
所
等
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

２
　
略

（
入
居
者
の
選
考
）

第
７
条
　
略

る
こ
と
又
は
男
女
共
同
参
画
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
県
民
又
は
事
業
者
が
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
13
年
法
律
第
31
号
）
第
１
条
第
２
項
に
規
定

す
る
被
害
者
（
以
下
「
Ｄ
Ｖ
被
害
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
な
ど
氏

名
、
住
所
等
を
明
ら
か
に
し
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
、
氏

名
、
住
所
等
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

２
　
略

（
入
居
者
の
選
考
）

第
７
条
　
略
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２
・
３
　
略

４
　
知
事
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

は
、
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
営
住
宅
に
優
先
的
に
選
考
し
て

入
居
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）～
（
10
）　
略

　
(1
1)
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
13
年
法
律
第
31
号
。
以
下
「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」
と

い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
又
は
配
偶

者
暴
力
防
止
法
第
28
条
の
２
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
暴

力
を
受
け
た
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

　
　
ア
　
当
該
暴
力
の
相
手
に
対
し
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
10
条
第
１
項
か

ら
第
４
項
ま
で
（
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
28
条
の
２
に
お
い
て
準
用

２
・
３
　
略

４
　
知
事
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

は
、
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
営
住
宅
に
優
先
的
に
選
考
し
て

入
居
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）～
（
10
）　
略

　
(1
1)
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法

律
（
平
成
13
年
法
律
第
31
号
。
以
下
「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」
と
い

う
。
）
第
10
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
て
い
る
者
か
ら
暴
力

を
受
け
た
被
害
者
（
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る

被
害
者
を
い
う
。
）
、
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号
の

規
定
に
よ
る
一
時
保
護
を
受
け
て
い
る
者
（
一
時
保
護
を
受
け
た
者
を

含
む
。
）
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
婦
人
保
護
施
設
（
売
春

防
止
法
（
昭
和
31
年
法
律
第
11
8号
）
第
36
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護

施
設
を
い
う
。
）
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和

22
年
法
律
第
16
4号
）
第
38
条
に
規
定
す
る
母
子
生
活
支
援
施
設
を
い

う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
者
（
当
該
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
を
含

む
。
）
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２
・
３
　
略

４
　
知
事
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

は
、
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
営
住
宅
に
優
先
的
に
選
考
し
て

入
居
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）～
（
10
）　
略

　
(1
1)
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
13
年
法
律
第
31
号
。
以
下
「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」
と

い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
又
は
配
偶

者
暴
力
防
止
法
第
28
条
の
２
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
暴

力
を
受
け
た
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

　
　
ア
　
当
該
暴
力
の
相
手
に
対
し
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
10
条
第
１
項
か

ら
第
４
項
ま
で
（
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
28
条
の
２
に
お
い
て
準
用

２
・
３
　
略

４
　
知
事
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

は
、
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
営
住
宅
に
優
先
的
に
選
考
し
て

入
居
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）～
（
10
）　
略

　
(1
1)
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法

律
（
平
成
13
年
法
律
第
3 1
号
。
以
下
「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」
と
い

う
。
）
第
10
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
て
い
る
者
か
ら
暴
力

を
受
け
た
被
害
者
（
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る

被
害
者
を
い
う
。
）
、
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号
の

規
定
に
よ
る
一
時
保
護
を
受
け
て
い
る
者
（
一
時
保
護
を
受
け
た
者
を

含
む
。
）
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
婦
人
保
護
施
設
（
売
春

防
止
法
（
昭
和
31
年
法
律
第
11
8号
）
第
36
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護

施
設
を
い
う
。
）
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和

22
年
法
律
第
16
4号
）
第
38
条
に
規
定
す
る
母
子
生
活
支
援
施
設
を
い

う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
者
（
当
該
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
を
含

む
。
）

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
１
月
３
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
者

　
　
イ
　
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号
（
配
偶
者
暴
力
防
止

法
第
28
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
一
時
保
護
を
受
け
、
又
は
受
け
て
い
た
者

　
　
ウ
　
当
該
暴
力
を
理
由
に
婦
人
保
護
施
設
（
売
春
防
止
法
（
昭
和
31
年

法
律
第
11
8号
）
第
36
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
を
い
う
。
）

又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4

号
）
第
38
条
に
規
定
す
る
母
子
生
活
支
援
施
設
を
い
う
。
）
に
入
所

し
、
又
は
入
所
し
て
い
た
者

　
(1
2)
・
(1
3)
　
　
略

　
(1
2)
・
(1
3)
　
　
略


